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１ 目的 

   新型コロナウイルスの第五類移行に伴い、国内旅行の需要が盛り上がり

を見せている中、吉野町においてはその豊富な観光資源をデジタルマーケ

ティングの手法を用いてプロモーションをすることを検討している。 

本業務においての主眼は Youtube 広告、Instagram 広告などを活用した

本町の観光資源を多くの人にプロモーションするだけではなく、今回の広

告配信の結果を基に、今後の吉野町として、観光マーケティング、関係人

口拡大戦略立案に資する各種データを収集することも含まれる。 

 

２ 業務概要 

 （１）業務名 
     吉野町観光促進デジタルマーケティング業務 

（２）業務内容 

    詳細は、吉野町観光促進デジタルマーケティング業務委託仕様書 

（以下「仕様書」という。）のとおりとします。  

 （３）履行期間 

     委託契約締結の日から令和６年１月末日まで 

ただし、動画広告等については令和 5年 11月末までに配信を完了さ 

せること 

 （４）契約方法 

     公募型プロポーザル方式による随意契約 

 （５）提案上限額 

３，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

 

３ 選定・審査方法 

選定の方法及び評価基準は、次のとおりです。 

（１）選定委員会の設置 

吉野町観光促進デジタルマーケティング業務委託事業者選定委

員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、事業者の選定事務を

行います。 

（２）選定方式 

事業者選定は、公募型プロポーザル方式により行います。これは、

吉野町観光促進デジタルマーケティング業務委託（以下「本業務」

という。）について、円滑な業務を実施するため、専門的な知識と経

験を有し、過去に同様の業務を行った事のある者をプロポーザルに

参加する者（以下「参加申請者」という。）として募り、プレゼンテ

ーション及びヒアリングを行った上で評価し、優先交渉権者等を決

定するものです。審査は評価基準に基づいて行い、選定委員会の各

委員の評価点の合計点が最も高い者を優先交渉権者とします。合計

点が最も高い者が複数あった場合は、その中から委員の多数決によ

り優先交渉権者を決定します。 

また、優先交渉権者に次いで高い評価を得た者を次点の交渉権者

とし、順次、以下の交渉権者を選定します。 
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その後、優先交渉権者等の優先順位に従い、本業務に係る仕様書

及び企画提案書の内容について協議の上確定し、本業務の委託契約

締結予定者を決定します。 

 

（３）評価基準 

① 評価項目 

  
 評価項目 評価基準 配点 

１ 業務実施体制 ・適切な業務実施体制が整っているか 

・類似業務の受注経験や成果が豊富であるか 

10 

10 

２ 業務実施に関する

方針 

・業務の目的を十分理解しているか。 

・広告ランディングページを含むサイトにおける Google 

Analytics 分析結果が、吉野町観光における優位点・劣位点を含

めた来年度以降のマーケティング戦略の基礎データとなってい

るか。 

・提案するランディングページや配信内容が魅力的かどうか 

・専門的情報、知識等を活かし、有効性のある提案となってい

るか。 

10 

10 

 

 

10 

10 

３ 実施スケジュール

及び進捗管理体制 

・実施スケジュールが現実的で遂行できるものか 

・進捗管理体制が適切か 

10 

10 

４ 見積金額 ・提案内容に見合った適正な金額か 10 

５ 事業の全体評価 ・企画提案全般を通じ、魅力的で効果が期待できる内容となっ

ているか 

 

10 

 

② 審査における最低基準 

最低基準点を設定し、各委員の評価点の平均が６０点に満た

ない場合は、優先交渉権者及び次点者として選定しません。 

③ 参加申請者が１者の場合の取り扱い 

参加申請者が１者であった場合でも審査を行い、最低基準点

を満たした場合は、当該参加申請者を優先交渉権者に決定し、

その旨を通知します。 

 

 

４ 参加資格要件 

参加資格を有する者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとします。 

①  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４

第１項の規定に該当しない者であること。 

②  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更 生手続

開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。（ただし、会社更生法の規定による更生計画認可

又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている

者を除く。） 
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③ 吉野町暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）第二条第一号に

規定する暴力団又は、同法同条第二号及び第三号に規定する暴

力団員等の関与が認められる団体でないこと。 

④ 吉野町入札参加資格停止措置要領（平成２１年２月施行）に基づ

く資格停止措置その他国又は奈良県による同様の措置を受けて

いる者でないこと。 

⑤ 国税および地方税を滞納していないこと。 

 

 

５ 事業者選定日程及び募集方法 

（１）全体スケジュール 

     ① 公募及び申請受付期間  

       令和５年９月１１日（月）～令和５年９月２９日（金） 

     ② 質問の受付期間 

       令和５年９月１１日（月）～令和５年９月２２日（金） 

     ③ 質問の回答日 

       令和５年９月２７日（水） 

     ④ 提案書の提出期限 

       令和５年１０月４日（水） 

⑥  プレゼンテーション及びヒアリングの開催日 

       令和５年１０月１１日（水） 

  ※ 

（２）参加申請の受付 

この実施要領の記載内容を全て承知し、公募型プロポーザル方式

の事業者選定に参加を申請する者は、事前に連絡をし参加申請書に

必要書類を添付して提出してください。 

①  提出期限 令和５年９月２９日（金）午後５時まで 

②  提出場所 吉野町 産業観光課 

③  提出書類  (ア) 参加申請書（様式第１号） 

(イ) 会社概要（様式第２号） 

(ウ) 秘密保持誓約書（様式第３号） 

（エ）暴力団排除に関する誓約書（様式第４ 

号） 

(オ) 類似事業の実績がわかる書類（任意様 

式） 

(カ) 納税証明書の写し 

             ※参加表明書提出の前３か月以内に 

発行された証明書で、国税、参加 

表明する者の所在地における道 

府県税又は都税及び市町村民税又 

は特別区税の未納がないことを示 

すもの 
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④ 提出方法 持参又は郵送により提出してください。 

郵送で提出する場合は、簡易書留又は書留 

で提出期限までに必着とします。 

 

 

(３)内容についての質問 

①  受付期限 令和５年９月２２日（金）午後５時まで 

② 受付方法 質問票（様式第５号）に質問事項を簡潔明瞭に記載し、

電子メールにて提出し、確認のためその旨を電話連絡してください。 

※質問は電子メールのみとします。口頭、電話、郵送等その他の方法

によるものは受け付けません。 

③ 提出先 吉野町 産業観光課 

kankou_s@town.yoshino.lg.jp 

④  メール件名 

【吉野町観光促進デジタルマーケティング業務委託 質問票】 

としてください。 

 

(４)質問に対する回答 

① 回答日  令和５年９月２７日（水） 

② 回答方法 全ての参加申請者に対して回答に代わる内容の文書を 

電子メールにてお知らせします。 

 

(５)企画提案書等の受付 

① 提出時間 午前９時から午後５時まで  

②  提出先  吉野町 産業観光課 

③ 提出書類  

（ア） 企画提案書（様式第６号）（詳細については「（６）企画提

案書の作成について」を確認してください。） 

（イ）見積書及び見積書の詳細な内訳書（任意様式） 

④ 提出方法 持参又は郵送（簡易書留又は書留郵便に限る）にて      

提出してください。 

⑤  提出部数 各１１部（原本を１部、副本（写し）10部） 

※別途データをメールにて提出すること。 

⑦ 留意事項 （ア）提出書類は、全てＡ４サイズを基本と 

し、記載内容に干渉しないようファイ 

ル綴じにし、提出してください。 

（イ）提出書類の原本には、会社名及び代表 

者名を記載の上、代表者印を押印して 

ください。 

（ウ）提出書類の副本は、企業名やロゴマー 

ク等、提出者が特定できるようなもの 

は一切記入しないでください。 

 

 



 6 

（６）企画提案書の作成について 

企画提案書の作成にあたっては、「仕様書」及び「吉野町観光促進デジ

タルマーケティング業務委託公募型プロポーザル実施要領」を熟読の上、

作成してください。 

① 基本事項 

（ア） 企画提案書の表紙（１枚目）は、様式第６号を使 

   用すること。 

（イ） 企画提案書の２枚目以降の様式は任意とし、Ａ 

４サイズ縦長用紙に横書きで２０ページ以内と 

すること。（※図表等についてＡ３サイズを用い 

ることは可能。ただし、Ａ４サイズに折りたた 

むものとする。） 

② 企画提案書の内容 

（ア） 業務全体の実施スケジュール（業務工程）を明 

示した上で、仕様書中の「６ 業務内容」の項目 

毎に、具体的な業務内容や人員体制、業務実施 

にあたっての留意事項等を文章又は図表等で簡 

潔に記載すること。 

（イ） 本町が提示した仕様書の全面コピーや「仕様書 

のとおり」といった記載に終始しないこと。 

（ウ） 企画提案書の内容は、見積金額の範囲内で提案 

者が実現できる内容とすること。 

（エ） 仕様書に記載されていないが必要と思われる独 

   自の考えや提案等があれば記載すること。 

 

（７）プレゼンテーション及びヒアリングの開催 

選定委員会は、参加申請者からプレゼンテーションを受 

け、併せてヒアリングを行います。 

① 開催日時 

令和５年１０月１１日（水） 

午前９時から午後４時３０分まで（予定） 

※各事業者には、別途各々の開始予定時刻を連絡します。 

② 開催場所 

オンラインによる 

③ 時間 

プレゼンテーション ２０分以内 

ヒアリング １５分 

※提出した企画提案書等の内容について、２０分以内 

でプレゼンテーションを行って下さい。 

続いて質問を行うので、簡潔明瞭に回答して下さい。 

④ 出席者 

最大４名まで 

※可能な限り当業務の実務担当者が出席すること 
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 （８）優先交渉権者の決定等 

① 評価順位が第１位のものを優先交渉権者に確定し、 

順次、以下の交渉権者の順位を確定します。  

② 選定結果は、全ての参加者に電子メールにて随時通知し 

ます。メール受信後、確認メールの返信をお願 

いします。 

   

③ ②の通知を受けた優先交渉権者は、令和５年１０月 

１７日（火）までに記入押印後の「承諾・辞退届」 

（任意様式）を、ＰＤＦにし電子メールにて提出し 

て下さい。その後、原本は速やかに持参又は郵送に 

て提出してください。 

④ 選定結果は吉野町ＨＰにて公表します。 

⑤ 選定結果については、何人も異議を申し立てること 

はできません。 

 

（９）仕様書等の確定の協議 

町長は選定委員会より優先交渉権者の確定の通知を受け 

た優先交渉権者と協議して仕様書（企画提案書を含む。） 

の内容を確定します。  

※協議は、町長に代わり当該業務を所掌する産業観光課 

担当職員が行います。 

 

（１０）次順位の交渉権者との協議 

次の場合は、次順位の交渉権者と交渉を行い、仕様書等 

の確定に向けて協議します。次順位の交渉権者には、産業観光課の

担当職員から別途連絡します。  

① 優先交渉権者が参加資格を有しなくなったとき。  

② 優先交渉権者が辞退の届出をしたとき。 

③ 優先交渉権者との協議が不調となったとき。 

 

（１１）契約締結予定者の決定及び契約手続 

（９）又は（１０）の仕様書等の確定により、当該確定の 

協議を行った交渉権者を契約締結予定者とし、当該契約 

締結予定者を町長が契約相手と認めたときは、遅滞な 

く、産業観光課の担当職員からその旨を連絡します。連 

絡を受けた契約締結予定者は、契約の相手方であること 

を知った日から１０日以内の間に契約を締結する義務 

を負います。契約締結事務は、産業観光課において行い 

ます。 
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６ 委託料（提案限度額）  

委託料の提案限度額は、以下のとおりです。  

３，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

７ 失格条項等  

次の各号に該当する場合は、棄権又は失格とみなし、審査の対 

象から除外します。  

（１）提出期限までに企画提案書等を提出しなかった者 

（２）この実施要領に定める資格要件を満たさなくなった者  

（３）町が示した提案限度額を超える見積額を提出した者 

（４）提出書類に虚偽の内容を記載した者 

（５）この実施要領に違反又は逸脱した者 

（６）その他、町の指示に従わない者 

 

８ 留意事項 

（１）重複提案の禁止 

提案は、参加申請者１事業者につき１案とします。 

（２）書類の返却 

提出された企画提案書等は、一切返却しません。 

（３）提出期限後の書類の差替え等の禁止 

提出期限後における書類等の差替え、再提出は認めませ 

ん。ただし、審査のために選定委員会が必要と認め、資料 

の差替え、再提出を求める場合には、参加申請者は資料の 

補正、追加資料の提出に応じなければなりません。 

（４）費用負担 

参加申請書、質問書、企画提案書等の作成及び提出、その 

他この実施要領に基づく手続きに係る一切の費用は、参加 

申請者の負担となります。 

（５）選定委員会等での書類の無断使用禁止 

提出された参加申請書、質問書、企画提案書、その他の提 

出資料は、事業者の審査及び選定以外に参加申請者に無 

断で使用することはありません。 

（６）辞退届 

参加申請書を提出した後に自己の都合により、プロポーザ 

ルを辞退する場合には、辞退の届出（任意様式）をして 

下さい。町は、辞退者に対し、その後において不利益な取 

扱いを行うことはありません。 

（７）申請書類 

申請書類の押印については、登録事業者で使用印鑑届の届 

出がある場合は、届出されている印で、それ以外の事業者 

については実印での提出となります。 

（８）その他 

提出された書類等は、吉野町情報公開条例（平成１１年条 

例第２７号）に基づく開示請求があった場合は、公開の対 
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象となります。ただし、参加申請者が事業を営む上で、競 

争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると 

認められる情報は非公開となる場合がありますので、この 

情報に該当すると考える部分がある場合は、あらかじめ文 

書により申し出てください。なお、委託事業者選定期間中 

において、決定に影響するおそれがある情報については、 

決定後の公開とします。 

 

 

９ 担当部局 

〒６３９－３１９２ 

吉野郡吉野町大字上市８０番地の１ 

吉野町役場 産業観光課 

ＴＥＬ ０７４６－３２－３０８１ 

ＦＡＸ ０７４５－３２－８８５５ 

メール kankou_s@town.yoshino.lg.jp 

 
 


